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　地域の中小企業および個人のお客様への安定した資金の供給は、事業地域が限定された協同組織金融機関である当金
庫にとって、最も重要な社会的使命です。
　当金庫は、お客様からの資金需要や貸付条件の変更等のお申込みがあった場合には、これまで同様、お客様の抱えてい
る問題を十分に把握したうえで、その解決に向けて真 に取組みます。

　当金庫は、複数の金融機関から借入を行っているお客様から貸付条件の変更等の申し出があった場合など、他の金融
機関や信用保証協会等と緊密な連携を図る必要性が生じたときは、守秘義務に留意し、お客様の同意を得たうえで、これ
らの関係機関と情報の確認・照会を行うなど、緊密な連携を図りながら地域金融の円滑化に努めてまいります。

1. 取組方針

当金庫は、上記取組み方針を適切に実施するため、以下のとおり、必要な態勢整備を図っております。

◎態勢整備を図るため、基本方針を理事会において決議し、金融円滑化管理責任者・金融円滑化管理担当者の任命及
び苦情相談窓口の設置を行っております。
◎金融円滑化措置に係る報告・状況を適切に把握するための態勢の整備を行っております。
◎お客様へのきめ細かな金融サービスの提供を目的に平成14年度に本部審査部内に「企業支援グループ」を立上げ、
経営改善支援や事業計画策定等のお手伝いを行っております。
◎総務部においては、お客様への事業価値を見極める能力（目利き力）を向上させる研修等の各種研修を実施しており
ます。

2. 金融円滑化措置の円滑な実施に向けた態勢整備

1. 中小企業および個人事業主の方への取組み

3. 他の金融機関等との緊密な連携

地域金融円滑化に向けた体制について

（1）当金庫は、お客様からの資金需要や貸付条件の変更等のお申込みがあった場合には、これまで同様、お客様の抱 
　　えている問題を十分に把握したうえで、その解決に向けて真 に取組みます。
（2）地域金融円滑化のための基本方針に関する最終決定機関を理事会とし、常務会は基本方針に基づいた金融円滑
　　化管理を行うため、金融円滑化管理規程を策定しております。
（3）金融円滑化管理の所管部署を審査部、金融円滑化管理責任者を審査部担当役員としております。
（4）他の金融機関や信用保証協会等と緊密な連携を図る必要性が生じたときは、守秘義務に留意し、お客様の同意を
　　得たうえで、これらの関係機関と情報の確認・照会を行うなど、緊密な連携を図ります。

1. 返済負担軽減等の実施に関する方針の概要

（1）営業店は、返済負担軽減等の相談・申込の内容を具体的に記録・保存し、定期的にまたは必要に応じて随時、金融
　　円滑化管理責任者に対して金融円滑化関連情報を報告する体制としています。
（2）金融円滑化管理責任者は、定期的または必要に応じて随時、理事会、常務会に対して金融円滑化関連情報または
　　金融円滑化管理の状況について報告する体制としています。
（3）返済負担軽減等の受付記録については、５年間管理・保存します。

2. 返済負担軽減等の状況を適切に把握する体制

（1）金融円滑化に係わる苦情窓口を営業推進部に設置し、各営業店に金融円滑化管理担当者（営業部店長）を配置し
　　ております。
（2）営業店は苦情相談の内容を可能な限り具体的に記録・保存し、随時金融円滑化管理責任者及び常務会へ報告す
　　る体制としています。

3. 返済負担軽減等の苦情相談を適切に行うための体制

（1）中小企業者のお客様へのきめ細かな金融サービスの提供を目的に平成14年度に本部審査部内に「企業支援グ
　　ループ」を立上げ、経営改善支援や事業計画策定等のお手伝いを行っております。
（2）営業店は、返済負担軽減等を行った中小企業のお客様について、経営状況に関するモニタリング、経営相談、経
　　営指導等を行います。
（3）審査部企業支援グループは営業店と連携して、返済負担軽減等を行った中小企業者のお客様の経営状況の把
　　握を行うとともに、営業店を指導、支援します。
（4）経営状況に関するモニタリング等にあたっては、資料を督促するなど顧客に過度の負担をかけないよう配慮して
　　おります。
（5）総務部においては、中小企業者のお客様への事業価値を見極める能力（目利き力）を向上させる各種研修等を実
　　施しております。

4. 返済負担軽減等を行った後の、事業の改善又は再生のための支援を適切に行うための体制

地域金融円滑化のための基本方針

地域金融円滑化に係る取組状況（平成22年3月末現在）

地域金融円滑化に係る取組みについて
当金庫は、地域の中小企業および個人のお客様に必要な資金を安定的に供給し、地域   経済の発展に寄与するため、全力を傾注し地域金融の円滑化に取組んでまいります。

貸付条件の変更に関する苦情相談は、こちらの相談窓口をご利用下さい。

釧路信用金庫　ご相談窓口（営業推進部）

受付時間 9：00～17：00（当金庫休業日除く）　Eメール info@kushiroshinkin.com

電話番号 フリーダイヤル 0120-025-946

貸付条件の変更等の申込を受けた件数及び金額

　　　　　うち、実行した件数及び金額

　　　　　うち、審査中の件数及び金額

　　　　　うち、取下げとなった件数及び金額

　　　　　うち、謝絶した件数及び金額

121件

103件

10件

4件

4件

2,405百万円

2,284百万円

76百万円

36百万円

8百万円

2. 住宅ローンをご利用の方への取組み

貸付条件の変更等の申込を受けた件数及び金額

　　　　　うち、実行した件数及び金額

　　　　　うち、審査中の件数及び金額

　　　　　うち、取下げとなった件数及び金額

　　　　　うち、謝絶した件数及び金額

7件

3件

1件

3件

̶

58百万円

31百万円

13百万円

13百万円

̶
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